
西目屋村新型インフルエンザ等対策行動計画（改定版）の概要   

 

1. 村行動計画改定のポイント 

 

２. 村行動計画の構成 

計画の趣旨・経緯 
▶  新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）

に基づき、新型インフルエンザ等新たな感染症危機発生時に、村民の生命及び健康を保護し、

村民生活及び村民の社会経済活動に及ぼす影響が最小になるよう、感染症危機への対策に関す

る基本方針や発生（対策）段階に応じた具体的な対策・行動を示す 

▶  新型コロナウイルス感染症対応への経験を踏まえ、国は、令和６年７月に「政府行動計

画」を、青森県は、令和７年４月に「青森県行動計画」を改定している。現行の西目屋村新型

インフルエンザ等行動計画は、特措法第８条の規定に基づき平成２７年 5 月に策定しており、

今回改定した政府・県の行動計画を踏まえ、村行動計画を改定する 

▶  今後の村行動計画は、国が概ね６年ごとに改定することとしており、村においても、国の

動向や県での取組状況等踏まえ検討する 

項 目 現 行 改 定  

対象疾患 新型インフルエンザがメイン 
新型インフルエンザ、新型コロナウイルス及び
それら以外の呼吸器感染症も幅広く対応 

発生段階 
  
 
 
対策段階 

 
【発生段階】 
①未発生期 
②海外発生期 
③国内発生早期 
④国内感染期 
⑤小康期 
 

 
【対策段階】 
①準備期（発生前段階） 
②初動期（感染症発生段階） 
③対応期（封じ込めを念頭に対応する時期以降） 

平時の準備 未発生期の取り組みとして記載 準備期の取組として記載を充実 

対策項目 

６項目 
①実施体制 
②サーベイランス・情報収集 
③情報提供・共有 
④予防・まん延防止 
⑤医療 
⑥村民生活・地域経済の安定の

確保 

７項目 
①実施体制 
②情報提供・共有、リスクコミュニケーション 
③まん延防止 
④ワクチン 
⑤保健 
⑥物資 
⑦村民の生活及び地域経済の安定の確保 

複数の感染拡
大への対応 

記載なし 複数の感染の波への対応対策の機動的切替え 

第１部 新型インフルエンザ等対策特別措置法と村行動計画（P１～7） 

第１章 新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等 
第２章 行動計画の改定と感染症危機対応 

第２部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針（P8～２9） 

第１章 新型インフルエンザ等対策の目的及び実施に関する基本的な考え方等 
第２章 新型インフルエンザ等対策の対策項目と横断的視点 
第３章 村行動計画の実効性を確保するための取組等 

第３部 新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組（P30～57） 

第１章 実施体制（P30～） 
第２章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション（P33～） 
第３章 まん延防止（P36～） 
第４章 ワクチン（P38～） 
第５章 保健（P50～） 
第６章 物資（P51～） 
第７章 村民生活及び地域経済の安定の確保（P52～）    

各章において 
・準備期 
・初動期 
・対応期 
の対策を記載 



 

3. 各対策項目の主な取り組み 

対策項目 

準備期 
（発生前段階） 

初動期 
（感染症発生段階） 

対応期 
（封じ込めを念頭に対応する時期以降） 

第１章 実施体制 
 
・実践的な訓練の実施 
・行動計画等の改定や体制整備

/強化  
・国及び県等との連携の強化  

 
・村対策本部の設置、国及び県

の基本的対処方針を基本とし
た対策の決定 

・迅速な予算の確保、人員体制
の強化 

 

 
・必要に応じて、県や他市村町への

職員の派遣及び応援への対応 
・緊急事態措置への対応 

第２章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 
 
・村民等への啓発を含めた情報

提供/共有及び体制整備 

 
・村民等への啓発を含めた情報

提供/共有 
・双方向のリスクコミュニケー

ションの体制整備  
・国からの要請によるコールセ

ンター等の設置  
 

 
・村民等への啓発を含めた情報提供

/共有  
・双方向のリスクコミュニケーショ

ンの継続 
・国からの要請によるコールセンタ

ー等の設置継続 

第３章 まん延防止 
 
・平時からの基本的な感染対策

の普及と理解促進（換気、マ
スクの着用等の咳エチケッ
ト、手洗い、人混みを避ける
等） 

 

 
・業務継続計画に基づく対応の

準備  
－ 

第４章 ワクチン 
 
・ワクチン接種にかかる体制構

築に向けた準備 
・ワクチンに関する基本的な情

報提供/共有を通じた村民等
の理解促進  

 

 
・国の方針に基づいたワクチン

接種体制の構築 
・全庁的な実施体制の確保  

 
・ワクチン等の流通体制の確認 
・接種体制の拡充  
・健康被害救済制度の情報提供 

第５章 保健 

－ － 

 
・県が実施する健康観察/生活支援

への協力  
 

第６章 物資 
 
・感染症対策物資等の備蓄と備

蓄状況等の確認 
・消防機関との連携  
 

－ － 

第７章 村民の生活及び地域経済の安定の確保 
 
・情報共有体制の整備 
・物資及び資材の備蓄等  
・生活支援を要する者への支援

等の準備 
 

 
・生活関連物資等の購入につい

て適切な行動の呼びかけ 
・遺体の火葬及び安置 
 

 
・村民の生活の安定の確保を対象と

した対応（心身への影響に関する
施策、生活/教育に関する支援） 

・社会経済活動の安定の確保を対象
とした対応  

  


